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       

       

        

        

           

     

    

     

     

     

     
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
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 



           

   

     



           





   

   

   

   

    

     
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















































 




 




 
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

   

   









   

 

             

                       



    

    

    

    

                  


     

    
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 
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 

 

 

 

      



 

           

   

     

     

    

     

     





     

      

      

   











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    

     

     

           

   

     

    

     

     

     

    

     
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     



 

 



 

           

   

     

   

     

           

   

     

     


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   

     

     

     

   

     

     

     

     
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
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

 

 







                  
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
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
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   

   



   
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第
五
十
三
号
議
案 

  
 

 

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例 

  

群
馬
県
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
を
定
め
る
条
例
䥹
昭
和
三
十
三
年
群
馬
県
条
例
第
四

十
四
号
䥺
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
䣎 

 

第
二
条
第
三
項
中
䣓
初
任
給
調
整
手
当
䣔
の
下
に
䣓
䥹
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
及
び
第
二
種
初

任
給
調
整
手
当
を
い
う
䣎
䥺
䣔
を
加
え
る
䣎 

 

第
三
条
の
三
の
見
出
し
を
削
り
䣍
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て
䣓
䥹
初
任
給
調
整
手
当
䥺
䣔
を
付

し
䣍
同
条
中
䣓
初
任
給
調
整
手
当
䣔
を
䣓
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
䣔
に
改
め
䣍
同
条
に
次
の
一
項

を
加
え
る
䣎 

２ 

前
項
の
職
に
在
職
す
る
職
員
の
う
ち
䣍
同
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給

さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
䣍
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
䣍

第
一
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
䣎 

第
三
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
䣎 

第
三
条
の
四 

第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
は
䣍
新
た
に
採
用
さ
れ
た
職
員
で
あ
つ
て
䣍
採
用
の
日
に

お
い
て
䣍
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
額
が
䣍
そ
の
在
勤
す
る
地
域
に
お

け
る
民
間
の
賃
金
の
最
低
基
準
を
考
慮
し
て
企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
額
を
下
回
る
職
員
に
対

し
て
支
給
す
る
䣎 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
以
外
の
職
員
で
䣍
同
項
の
規
定
に
よ
り
第
二
種
初
任
給
調

整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
員
に
は
䣍
同
項
の
規

定
に
準
じ
て
䣍
第
二
種
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
す
る
䣎 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
䣍
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
䣎 

  
 

令
和
八
年
二
月
十
六
日
提
出 

 

群
馬
県
知
事 

山 

本 

一 

太 
 

  

䣓
注
䣔 

群
馬
県
職
員
の
例
に
準
じ
䣍
初
任
給
調
整
手
当
の
改
正
を
行
お
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
䣎 
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